
平成 ,7年 6月 期 第 二級海上特殊無移技士 試 験問題

畠1掛好樹lコ問1中町

t2〕 次 の記述に 電 波の質に対する電純よの規定であ   〔 5〕 極 線従学者がその免llを取り消されることがある

(D 解 答は 止 しいと判断したものを つ だけ選よ 答幻吊紙の各傾 r止し(記 入 (マーク)し てください

〔1〕 Ft計 人は 局 波数う指定の変更を受けようとする   〔 4〕 免 帝人等は 電 渡法文は電流法itネづく命令の規

とをは ど うしなければならないか 正 しいものを      定 に遠反して田 出した策線村をだめたときは 電 波

次のうちから選べ                     法 の規定によりどうしなけれ,おならないか 正 しい

ものを次のうちから選々ヽ

1 免 Fll犬を提出し 訂 正を受ける

2 そ の将を■詰する                   1 趨 崎省令 tあ る予械により 蕉 務大Hに 報告

3 あ らかじめその旨を屈十"いる               す る

4 あ らかしめ指示を受ける                2 そ の無線日の先計大等にその旨を通知する

3 そ の無線向の電渡の完射を停けさせる

4 そ の無線汚の允辞人特を告允する

る力i□ 内に大れるへ宮字句を ドの番号から選     場 合は 次 のどね"ヽ

′、

「送信詔荷に使用する電波の情絞軟引ね左及十蝿

□ 等竜波の質は 勅 努省令●=めるところに適

合するものでなければならな↓iJ

1 2 鋤宝

2 電 波の型式

3 高 離 の詢=

4 信 号対雑音比

〔3〕 第
~殺

海上特殊蕪線技上の資格を有する詢 ヽ全    〔 6〕 蕪線業Flttrtの供存獅間は 電渡法筋 子規則で|ま

Ⅲ線電力lo r7ット以 F¢馳前局の無線電話で,H内      何 円を終わった日からどれほどの期間と定あられて

通信のための通信躍作を行うこと,で きるのは 電       い るか 止 しいものを大のうちから選ヘ

波の同波数がとの範開のものか 正 しいものを次の

うちから選ヽ                        1 そ の無繰局の免許のね捌 間満rの日まで

2 1年 間

1 1∞ oキ ロヘルッから1 5ttキロヘルツまで       3 2年 は1

2 ,∞ 65キ ロヘルッか,4aカ キロヘルツまで      4 3f問

3 2Crrキ ロヘルッからる000キロヘルッまで

1  4“0キ ロヘルッからS mキ L lヘルッまで

1 日 本の国絡を失ったとを

2 5年 以上撫線設備の操作を行わなかったとき

3 11法に規定する罪をぢLし 湘 金以上の刑に処せ

られたとき

4 電 絞法若しくは竜抜法に某づく命令文はこれら

に基づく処分に違反したとき

( 1  )



〔“ 次 の記述は、秘密の保護に関する電波法の規定で   「 10〕 無線電括の検露の試験中、しばしば自局の発射

あるが、□ 内に入れるべき字句を下の番号から     し ようとする電技め周波数その他必要と認める電

選方ヽ                          波 の周波数により臨守を行わなけれ tFならないの

「何人も法律に別段の定めがある場合を際くに     は 、何を確かめるためか 正 しいものを次のうち

か 匠 ヨ に対 して行われる無線通信を儀受してそ     か ら選へ

の存在若しくは内容を漏らし 又 はこれを窃用し

てはならない。J                    l 他 の無線局から停止の要求がないかどうか。

2 空 中線電力が許容値を超えていないかどうすち

1 す べての無線局  2 す べての相手方       3 受 信検が壊良の感度に調整されているかヽどう

3 特 定の相手方   4 通 信の相千方         か 。

4 周 波数の幅差方`許容値を超えていないうヽどう

力、

そ8: 次の記述は、無線通信の原印1に関する蕪線局運用  〔 11)156 8mzの周波数の電波ホ使用てきるのは、次

q E  d q t " ,  s 0 . .  E  F r :  h 3 \ A ? b _ t s
下の番号から選ぺ。

「無線通信は正確に行うものとし 通 信上の誤り     1 漁 業通信を行う場合

を知ったときは、Eコ _                2 出 入港に関する通報の送信を行う場合

3 抵 波の規正に関する通信を行う場合

1 直 ちに訂正しなければならない.           4 通 避通信を行う場合

2 始 めおヽら更に送信しなければならない

3 適 宜に通報の訂正を行わなければならない。

4 逓 報の送信後訂正箇所を通知 しなければならな

てヽ

〔9: 無線電話通信において、応答に際し10分 (海上移   (12,描 舶局が安全信号を受信したときは、電渡法の視

動業務の無線局と通信する航空機局に係る場合は5    定 により、どのようにしなければならないうヽ 正 し

分)以 上たたなければ通報を受信することがてきな    い ものを次のうちから選ヘ

い事由があるとき、応答事項の次に送信することに

なっているのは、次のどれか。              1 目 局に関係がないものであってもその安全遍

信が終了するまで受信する

1「 お侍ちくださいJ及び呼出しを石開すぺ営時刻    2 自 局に関係のないことを確認するまでその安

2「 どうそJ及 び通報を受信することができない理      全 通信を受信する。

出                         3 で きる限りその安全通信が終了するまで受信

3 「 お常ちください」、分で表す授略の待つべき時      す る。

閣よびその理由                   4 少 なくとも2分間はその安全通信を受信する。

4 「 とうぞJ及 び分で表す授略の待つへき時間

お特二 (2)


